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○農地法関係事務に係る処理基準について（抜粋）

制 定 平成12年６月１日・12構改Ｂ第404号

農林水産事務次官通知

最終改正 平成21年12月11日・21経営第4342号

別紙１

農地法関係事務に係る処理基準

第６ 法第４条関係

１ 法第４条第２項に規定する許可基準

都道府県知事は、法第４条第１項の許可をするか否かの判断に当たっては、法令の

定めによるほか、次によるものとする。

(1) 法第４条第２項第１号の判断基準
① 法第４条第２項第１号イに掲げる農地を転用する場合に令第 10 条第１項第１
号に掲げる事由に該当するか否かの判断に当たっては、法令の定めによるほか、

次によるものとする。

ア 令第 10 条第１項第１号イの「一時的な利用」とは、申請に係る目的を達成
することができる必要最小限の期間をいい、農業振興地域の整備に関する法律

第８条第１項又は第９条第１項の規定により定められた農業振興地域整備計画

の達成に支障を及ぼすことのないことを担保する観点から、３年以内の期間に

限定するものとする。

イ 令第 10 条第１項第１号イの「当該利用の目的を達成する上で当該農地を供
することが必要であると認められる」とは、申請に係る農地に代えて周辺の他

の土地を供することによっては当該申請に係る事業の目的を達成することがで

きないと認められる場合であって、かつ、利用の目的が当該農地を農地として

利用することと比較して優先すべきものであると認められる（具体的には、令

第 10 条第１項第２号イからヘまでのいずれかに該当するものが対象となり得
る。）場合をいうものとする。

ウ 砂利の採取を目的とする一時転用については、次に掲げる要件のすべてが満

たされなければならないものとする。

(ｱ) 砂利採取業者が砂利の採取後直ちに採取跡地の埋戻し及び廃土の処理を行

うことにより、転用期間内に確実に当該農地を復元することを担保するため、

次のいずれかの措置が講じられていること。

ａ 砂利採取法（昭和 43 年法律第 74 号）第 16 条の規定により都道府県知
事の認可を受けた採取計画（以下「採取計画」という。）が当該砂利採取

業者と砂利採取業者で構成する法人格を有する団体（その連合会を含む。）

との連名で策定されており、かつ、当該砂利採取業者及び当該団体が採取

跡地の埋戻し及び農地の復元について共同責任を負っていること。
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ｂ 当該農地の所有者、砂利採取業者並びに採取跡地の埋戻し及び農地の復

元の履行を保証する資力及び信用を有する者（以下「保証人」という。）

の三者間の契約において、次に掲げる事項が定められていること。

(a) 当該砂利採取業者が採取計画に従って採取跡地の埋戻し及び農地の復
元を行わないときには、保証人がこれらの行為を当該砂利採取業者に代

わって行うこと。

(b) 当該砂利採取業者が適当な第三者機関に採取跡地の埋戻し及び農地の
復元を担保するのに必要な金額の金銭等を預託すること。

(c) 保証人が当該砂利採取業者に代わって採取跡地の埋戻し及び農地の復
元を行ったときには、(b)の金銭等をその費用に充当することができる
こと。

(ｲ) 砂利採取業者の農地の復元に関する計画が、当該農地及び周辺の農地の農

業上の効率的な利用を確保する見地からみて適当であると認められるもので

あること。また、当該農地について土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）
第２条第２項に規定する土地改良事業の施行が計画されている場合において

は、当該土地改良事業の計画と農地の復元に関する計画との調整が行われて

いること。

② 則第 33 条第２号に掲げる施設に該当するか否かの判断は、次によるものとす
る。

ア 「農業従事者」には、農業従事者の世帯員も含まれるものとする。

イ 「就業機会の増大に寄与する施設」に該当するか否かは、当該施設において

雇用されることとなる者に占める農業従事者の割合が３割以上であるか否かを

もって判断するものとする。

当該施設の用に供するために行われる農地転用に係る許可の申請を受けた際

には、申請書に雇用計画及び申請者と地元自治体との雇用協定を添付すること

を求めた上で、農業従事者の雇用の確実性の判断を行うものとする。

なお、雇用計画については、当該施設において雇用されることとなる者の数、

地元自治体における農業従事者の数及び農業従事の実態等を踏まえ、当該施設

において雇用されることとなる者に占める農業従事者の割合が３割以上となる

ことが確実であると判断される内容のものであるものとする。

また、雇用協定においては、当該施設において雇用された農業従事者（当該

施設において雇用されたことを契機に農業に従事しなくなった者を含む。以下

このイにおいて同じ。）の雇用実績を毎年地元自治体に報告し、当該施設にお

いて雇用された者に占める農業従事者の割合が３割未満となった場合にその割

合を３割以上に増やすために講ずべき措置を併せて定めるものとする。この講

ずべき措置の具体的な内容としては、例えば、被雇用者の年齢条件を緩和した

上で再度募集をすること、近隣自治体にまで範囲を広げて再度募集すること等

が想定される。

(2) 法第４条第２項第３号の判断基準
申請に係る事業の施行に関して法令（条例を含む。）により義務付けられている
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行政庁との協議を行っていない場合については、則第 47 条第１号に掲げる事由に
該当し、申請に係る農地を申請に係る用途に供することが確実と認められないと判

断するものとする。

(3) 法第４条第２項第５号の判断基準
都道府県知事は、法第４条第２項第５号の「その利用に供された後にその土地が

耕作の目的に供されること」とは、一時的な利用に供された後、速やかに農地とし

て利用することができる状態に回復されることをいう。

２ 法第４条第１項の許可に係る事務処理基準

法第４条第１項の許可に係る事務の処理に当たっては、法令の定めによるほか、次

によるものとする。

(1) 賃借権の設定された農地の転用に係る事務処理
申請に係る農地の全部又は一部が賃借権の設定された農地である場合であって、

当該農地について耕作を行っている者以外の者が転用する場合の許可は、その農地

に係る法第 18条第１項の賃貸借の解約等の許可と併せて処理するものとする。
(2) 公的な計画との調整

農村地域工業等導入促進法（昭和 46 年法律第 112 号）第５条第１項に規定する
実施計画に基づく工場用地等の整備など地域の振興等の観点から地方公共団体等が

定める公的な計画に従って農地を転用して行われる施設整備等については、農業上

の土地利用との調和を図る観点から、当該実施計画の策定の段階で、転用を行う農

地の位置等について当該実施計画の所管部局と十分な調整を行うものとする。

(3) 法第４条第４項の許可条件
都道府県知事は、法第４条第１項の許可を行う際は、同条第４項に基づき、原則

として次に掲げる条件を付すものとする（③に掲げる条件については、農地の転用

目的が一時的な利用の場合に限る。）。

なお、都道府県知事は、条件を付ける場合は、一定の期間内に一定の行為をしな

い場合には許可が失効するというような解除条件は避ける等、その後の許可の効力

等につき疑義を生ずることのないよう明確な条件を付けるものとする。

① 申請書に記載された事業計画に従って事業の用に供すること。

② 許可に係る工事が完了するまでの間、本件許可の日から３か月後及びその後１

年ごとに工事の進捗状況を報告し、許可に係る工事が完了したときは、遅滞なく

その旨を報告すること。

③ 申請書に記載された工事の完了の日までに農地に復元すること。

(4) 許可書に対する注意事項の記載
都道府県知事は、法第４条第１項に基づき許可書を申請者に交付するときは、そ

の許可書に下記の注意事項を記載するものとする。

［注意事項］

許可に係る土地を申請書に記載された事業計画（用途、施設の配置、着工及び完

工の時期、被害防除措置等を含む。）に従ってその事業の用に供しないときは、農

地法第 51 条第１項の規定によりその許可を取り消し、その条件を変更し、若しく
は新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を
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定めて原状回復その他違反を是正するための必要な措置を講ずべきことを命ずるこ

とがあります。

(5) 農業委員会に対する通知
都道府県知事は、法第４条第１項の処分を行った場合及び農林水産大臣から同項

の処分を行った旨の通知があった場合には、その旨を申請に係る農地の所在する市

町村の区域を管轄する農業委員会に通知するものとする。

３ 法第４条第１項第７号の届出に係る事務処理基準

農業委員会は、法第４条第１項第７号の規定による届出の受理に係る事務の処理に

当たっては、法令の定めによるほか、次によるものとする。

(1) 土地改良区に対する通知
農業委員会は、法第４条第１項第７号の規定による届出があった場合において、

当該届出に係る農地が土地改良区の地区内にあるときは、農地の転用を行う旨の届

出がなされたことを当該土地改良区に通知するものとする。

(2) 届出を受理しない場合
法第４条第１項第７号の規定による届出については、少なくとも次に掲げる場合

には、当該届出が適正なものではないこととして不受理とするものとする。

ア 届出に係る農地が市街化区域にない場合

イ 届出者が届出に係る農地につき権原を有していない場合

ウ 届出書に添付すべき書類が添付されていない場合

４ 法第４条第５項の協議に係る事務処理基準

法第４条第５項の協議に係る事務の処理に当たっては、法令の定めによるほか、次

によるものとする。

(1) 法第４条第５項の協議の手続
国又は都道府県が農地を農地以外のものにしようとする場合には、直接、都道府

県知事（国又は都道府県が同一の事業の目的に供するため４ヘクタールを超える農

地を農地以外にする場合には、農林水産大臣。以下この(1)において同じ。）に対し、
文書により協議を求めるものとし、当該文書の提出により協議を受けた都道府県知

事は、当該協議を成立させるか否かについて文書により回答するものとする。

(2) 法第４条第５項の協議の基準
当該協議を成立させるか否かの判断基準については、法第４条第２項に規定する

許可基準の例によるものとする。

第７ 法第５条関係

１ 都道府県知事の事務処理基準

都道府県知事は、法第５条第１項及び第４項に係る事務の処理に当たっては、法令

の定めによるほか、第６の１、２及び４と同様に行うものとする。

２ 農業委員会の事務処理基準

農業委員会は、法第５条第１項第６号に係る事務の処理に当たっては、法令の定め

によるほか、第６の３と同様に行うものとする。
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第 15 法第 51条関係
１ 法第 51条第１項の規定による処分の基準

都道府県知事は、法第 51 条第１項の規定により、違反転用に対する処分を行うに
当たっては、法令の定めによるほか、次によるものとする。

(1) 農地転用許可の記録の整理及び保存
都道府県知事は、法第４条第１項又は第５条第１項の規定により許可を行った場

合には、許可処分をした事案について、その概要を整理した台帳を作成・保存し、

工事の進捗状況の把握及び事業計画に従った事業執行についての催告等に資するも

のとする。

(2) 農業委員会からの報告の徴収
都道府県知事は、違反転用の事実を知り、又はその疑いがあると認められる場合

は、法第 50 条の規定に基づき、必要に応じ農業委員会に対して土地の状況その他
違反転用に係る事情等の調査及び報告を求めるものとする。

(3) 違反転用者等に対する勧告
都道府県知事は、違反転用事案があった場合には、法第 51 条第１項の規定によ

る処分を行う前に、違反転用者等に対し工事その他の行為の停止等を書面により勧

告するものとする。また、勧告を行った場合には、当該勧告に係る農地の所在する

市町村の区域を管轄する農業委員会にその旨を通知するものとする。

(4) 処分に当たっての考慮事項
都道府県知事は、法第 51 条第１項の規定による処分を行うに当たっては、違反

転用事案の内容及び違反転用者等からの聴聞又は弁明の内容を検討するとともに、

当該違反転用事案に係る土地の現況、その土地の周辺における土地の利用の状況、

違反転用により農地及び採草放牧地以外のものになった後においてその土地に関し

形成された法律関係、農地及び採草放牧地以外のものになった後の転得者が詐偽そ

の他不正の手段により許可を受けた者からその情を知ってその土地を取得したかど

うか、過去に違反転用を行ったことがあるかどうか、是正勧告を受けてもこれに従

わないと思われるかどうか等の事情を総合的に考慮して処分の内容を決定するもの

とする。

(5) 農業委員会に対する通知等
都道府県知事は、法第 51 条第１項の規定による処分を行った場合及び農林水

産大臣から同項の規定による処分を行った旨の通知があった場合には、その旨をこ

れらの処分に係る農地の所在する市町村の区域を管轄する農業委員会に通知すると

ともに、その履行状況等につき法第 50 条の規定により当該農業委員会に報告を求
めるものとする。

２ 法第 51条第３項の規定による処分の基準
都道府県知事は、法第 51 条第３項の規定による処分を行うに当たっては、法令の

定めによるほか、行政代執行法（昭和 23年法律第 43号）第４条の規定の例により、
当該処分のために現場に派遣される執行責任者に対し、本人であることを示す証明書

を携帯させ、要求があるときは、いつでもこれを提示させるものとする。


